
輸出手形保険運用規程・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

輸出手形保険運用規程 
平成 13 年４月１日 01-制度-00035 
沿革        （略）       

平成 25 年 9 月 27 日 一部改正 
 

 第１章      保険関係が成立する荷為替手形の買取等（第１条－第

４条の２） 

 第２章      てん補危険及び満期の解釈（第５条、第６条） 

 第３章      ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされてい

る者を手形支払人とする荷為替手形の取扱い等（第７

条－第 15 条） 

 第４章      特定国に係る保険関係の成立承認申請等（第 16 条－

第 28 条） 

 第５章      保険契約の締結関係等（第 29 条－第 36 条） 

 第６章      保険料（第 37 条、第 38 条） 

 第７章      保険金請求（第 39 条－第 43 条）  

 第８章      損失防止軽減義務及び権利行使義務（第 44 条－第 46
条）  

 第９章      回収納付（第 47 条－第 50 条） 

 第10章      重複保険（第 51 条） 

 

第１章～第２章 （略） 

 
第３章 ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされている

者を手形支払人とする荷為替手形の取扱い等 
 

第７条～第 10条 （略） 
 

第 11条 銀行は、第８条第３項の規定による確認を受けた荷為替

手形について輸出手形保険の保険関係を成立させた場合におい

て、当該手形の手形金額の全部又は一部が決済されたとき、当

該手形が振出人により買戻されたとき又は当該手形の支払人に

輸出手形保険運用規程 
平成 13 年４月１日 01-制度-00035 
沿革        （略）       

 
 

 第１章      保険関係が成立する荷為替手形の買取等（第１条－第

４条の２） 

 第２章      てん補危険及び満期の解釈（第５条、第６条） 

 第３章      ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされてい

る者を手形支払人とする荷為替手形の取扱い等（第７

条－第 15 条） 

 第４章      特定国に係る保険関係の成立承認申請等（第 16 条－

第 28 条） 

 第５章      保険契約の締結関係等（第 29 条－第 36 条） 

 第６章      保険料（第 37 条、第 38 条） 

 第７章      保険金請求（第 39 条－第 43 条）  

 第８章      損失防止軽減義務及び権利行使義務（第 44 条－第 46
条）  

 第９章      回収納付（第 47 条－第 50 条） 

 第10章      重複保険（第 51 条） 

 

第１章～第２章 （略） 

 
第３章 ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされている

者を手形支払人とする荷為替手形の取扱い等 
 

第７条～第 10条 （略） 
 

第 11条 銀行は、第８条第３項の規定による確認を受けた荷為替

手形について輸出手形保険の保険関係を成立させた場合におい

て、当該手形の手形金額の全部又は一部が決済されたとき、当

該手形が振出人により買戻されたとき又は当該手形の支払人に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸出手形保険運用規程・新旧対照表 
変更があったときは、当該手形の支払人が名簿においてＥＥ格、

ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付されている場合であって、約

款第 11 条に規定する損失発生通知書を提出していない場合に

限り、決済等通知書１通を日本貿易保険に提出することができ

る。 

 
 
 
 
第 12条～第 15条 （略） 
 
第４章～第 10章 （略） 
 
附 則  

この改正は、平成 25 年 10 月 1 日から実施する。 
 
（別紙） （略） 

 

別 表 （略） 

 
別紙様式第１～第６ （略） 
 
 

変更があったときは、その事実を知った日から起算し、日曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定す

る休日、12 月 29 日から１月３日並びに土曜日（以下「休日等」

という。）は算入せず５日以内に決済等通知書１通を日本貿易保

険に提出しなければならない。ただし、当該手形の支払人が名

簿においてＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格及びＥＦ格以外に格付され

た場合又は約款第 11 条に規定する損失発生通知書を提出した

場合は、この限りでない。 

 
第 12条～第 15条 （略） 
 
第４章～第 10章 （略） 
 
 

 
 
（別紙） （略） 

 

別 表 （略） 

 
別紙様式第１～第６ （略） 
 
 

 

 


